
一

第
百
二
十
四
号
議
案
　
東
京
都
指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

第
百
二
十
四
号
議
案

東
京
都
指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

　
　
令
和
五
年
六
月
六
日

�

提
出
者
　
　
東
京
都
知
事
　
　
小
　
　
池
　
　
百
　
　
合
　
　
子
　
　
　
　
　

東
京
都
指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
東
京
都
指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
東
京
都
条
例
第
百
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
二
十
四
条
中
「
厚
生
労
働
大
臣
」
を
「
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
提
案
理
由
）

　
こ
ど
も
家
庭
庁
設
置
法
等
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令
（
令
和
五
年
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
八
号
）
の
施
行

に
よ
る
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
六
号
）

の
改
正
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
。
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